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■亀岡駅南まちづくり構想策定調査～城下町まちづくり支援（つづき）　　　　  　　　　　　　　

まちなみ・まちづくり構想／市 HP 公開版（概要版）

亀岡祭
（出典 : 亀岡市観光協会、亀岡祭山鉾行事

HP）

丹波の祇園祭として親しまれている亀岡祭
は、鍬山神社の鍬山宮・八幡宮二社の例祭。
亀岡最大の秋祭りとして、大いに賑う。亀岡
祭の山鉾は全部で 11 基。23 日の宵々山に各
町競い合って山鉾を建て、ちょうちんが飾ら
れる。25 日には山鉾巡行が行われる。

概要
古い土地の祭神を母体としながらも、亀山藩
主を始めとする支配階層の祭神をも合祀し
た鍬山神社の祭礼を媒体として領民との和
合を図る中で、亀山藩の保護のもと町衆の祭
りとして執り行われてきた。　　　　　　　
　
山鉾一覧
●曳山（ひきやまー鉾形式）
鍬山鉾 - くわやまほこ -（平成 17 年に舁山
から曳山に復元新調）
八幡山鉾 - はちまんやまほこ -
武内山鉾 - たけうちやまほこ -
三輪山鉾 - みわやまほこ -
高砂山鉾 - たかさごやまほこ -
難波山鉾 - なんばやまほこ -
羽衣山鉾 - はごろもやまほこ -（平成 14 年
に復元新調）
翁山鉾 - おきなやまほこ -
※上記 8 基の山鉾には、伝承されている「曳
山囃子」がある。
舁山 ‐ かきやま ‐
蛭子山 - えびすやま -
稲荷山 - いなりやま -
浦島山 - うらしまやま -

市民意見交換会を伝える「かわら版 2 号」

　　　　  　　　　　　　　

③歴史資産を活かしたまちづくり支援
■亀岡駅南まちづくり構想策定調査～城下町まちづくり支援　　　　　　　　            ［亀岡市］2019-2025

城下町各所に残る鉾蔵の例

市民意見交換会でのポストイットシート例

1793（寛政 5）年の亀岡城下町（旧丹波亀山城下町）の絵図・亀岡市郷土資料館蔵

亀岡祭りの山鉾・全 11 基の紹介（出典 : 亀岡祭山鉾行事 HP)

　亀岡市は人口約９万人の京都府内第 3 の都市で、戦国時代に明智光秀が丹波亀山

城を築き、町割りを行ったことでも知られる城下町である。江戸期には山陰道の交易

と保津川 ( 大堰川 ) の舟運で栄え、市街には由緒ある社寺や街並みが残されている。

　2019 年、JR 亀岡駅南口から旧城下町エリアに至る約 110ha を対象とした「まちな

み・まちづくり構想（都市再生整備計画）」策定プロポーザルでアプルが特定された。

その成果は市 HP に概要版が開示され、それを機に城下町エリアのまちづくり協議会

が設立され、アプルは「城下町エリア伝建地区指定に向けたアドバイザー業務（’21

～ 22 年）」、「城下町地区まちづくりアドバイザー業務（’23 ～ 25 年）」等に継続的に

関わってきた。

　その間に国（文化庁）支援の「旧亀岡城下町地区伝統的建造物群保存対策調査（’

23 ～ 24: 立命館大学大場・平尾研究室ほか）が実施され、具体の登録有形文化財指

定など、まちなみ保存修復への機運が醸成されつつある。そのなかで「京都亀岡城下

町まちづくり憲章（’25 年）」が住民間で共有されてきた。

経緯　亀岡駅南周辺地区まちなみ・まちづくり構想策定調査プロポーザル ‘19.5 ～ 7 ( 特定）／亀岡駅南周辺地区まちなみ・まちづくり構想策定調査業務委託 ’
19.8 ～ 20.3 ／市民 WS‘19.11 ～ 20.1 ／亀岡駅南周辺地区城下町エリア支援業務 ‘21.5 ～ 22.3 ／亀岡駅南地区まちづくり事業化検討基礎調査業務委託 ’21.2 ～
22.3 ／令和４年度亀岡駅南周辺地区城下町エリアまちづくり支援業務 ’22.5 ～ '23.3 ／亀岡駅南地区まちづくり事業化支援業務委託 ’22.6 ～ 23.3 ／令和 5 年度亀
岡市城下町エリアまちづくりアドバイザー業務 ’23.4~24.3 ／令和 6 年度亀岡市城下町エリアまちづくりアドバイザー業務 '24.3 ～ 25.3 ／令和 7 年度亀岡市城下
町エリアまちづくりアドバイザー業務 ’25.4 ～ 26.3
諸元　対象面積：約 110ha　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当：中野、清水、茅根、山本、松浦、津曲、市民 WS 協力・( 有 ) オーバーラップ並河みき

城下町まちづくり協議会幹事会のひとコマ（2024 年）

市内の歴史的建物の活用事例 まちなみまちづくり協議会勉強会資料の一例

「京都亀岡城下町」まちなみ・まちづくり協議会がめざすまちの姿

   〇歴史的資産や文化に愛着を持ち、これらを守り伝えるまち
　　　→町家や①惣構えに関する項目を想定
　〇城下町の誇りである亀岡祭・山鉾行事を継承するまち

　　　→亀岡祭・山鉾行事の継承に関する項目を想定
　〇城下町という魅力で人を惹きつけるをまち

　　　→②城下町らしさを示すハード面・ソフト面の整備に関する項目を想定
　〇城下町のにぎわいや人のつながりを大切にするまち

　　　→文化財等の活用や③商店街のにぎわいづくりとの連携、④ご近所
　　　　付き合いなどに関する項目を想定
    〇城下町の風情と人々の暮らし方との調和に配慮したまちなみのあるまち

　　　→⑤景観ルールの検討に関する項目を想定

「京都亀岡城下町」まちづくり憲章（2025 年 7 月協議会承認）
※対象地区内全自治会において説明会実施中
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■結城・伝統的まちなみの保全とまちの活性化（つづき）

結城の中心市街に残る歴史的建物（社寺・蔵・町家等）と伝統的建造物群保存地区（案）

市民ワークショップで確認された地域資源

  結城市の中心市街地には、見世蔵、寺社、町家、
御朱印堀、町割りなど、数多 くの歴史的資源が現
存している。この中心市街地の歴史的街並みの保全・
活用を目的とし、平成 26 年度より、まちなか整備
計画検討ワークショップを通して、意見 交換・検
討を行ってきました。 
　市民ワークショップでは、街の資源を確認し、資
源の活かし方・残し方について議論を 行い、今後
のまちづくりの方向性を示す「まちなか整備方針」
を作成した。また、「ま ちなか整備方針」を実現し
ていくために、「実現に向けて必要なモノやコト」「主
体的 に動いていくヒトや組織」の整理を行い、33 
の施策を集約した「街づくりメニュー」を 取りま
とめました。 
　結城市においては、この「まちなか整備方針」に
基づき、①歴史的資源の面的な 保全・活用：伝統
的建造物群保存地区（伝建地区）指定に向けた取組、
②歩行者 にやさしい道路づくり：都市計画道路の
見直し・変更、③各歴史的資源の魅力づくり ／回
遊性：蔵美館と連携した大町児童公園の改修、など
の取組が進められている ところであるが、「街づく
りメニュー」の残りの施策についても、結城市関係
各課、商工団体、市民団体等との連携のもとに、引
き続き取り組んでいただきたく、本書のとおり提案
いたします。 

 　　　　　　　　　　　　　平成 30 年 3 月 2 日 

　 まちなか整備計画検討ワークショップ 委員一同

　結城市は茨城県西部の人口約５万人の歴史都市、国重要無形文化財「結城紬」で知

られるが、自動車社会進展とともに人口の郊外流出も進み、JR 結城駅の北側に広が

る旧市街は空洞化し、店舗閉鎖などが続いていた。市は駅北口周辺の区画整理事業に

あわせ駅前道路の一部拡幅を完了するも、歴史市街への道路延伸の課題を抱えてきた。

■結城市街づくり基本方針策定／まちなか整備支援

　アプルは歴史的市街再生のための街づくり方針の策定からまちなか整備支援を 4 か

年にわたり、市民意見交換会（WS) の運営や、蔵造り建物の保存と「重要伝統的建造

物群保存地区」の指定に向けて、文化庁と県・市との橋渡し役を果たしつつ、住民の

方々との意見交換、事例見学会等に関わり、市長さんへの市民意見交換会答申のとり

まとめ等に協力してきた。2018 ～ 19 年は文化庁支援の伝統的建造物群保存調査が

筑波大学藤川研究室を中心に行われてきた。その間、中野は学経の立場から、市景観

検討委員会委員、都市計画道路見直し検討委員会委員長として、側面支援も行ってき

たほか、引き続き市景観審議会委員として関わり続けている。
結城の歴史的資源、1600 年代からの街割が残る

市民ワークショップにおいて抽出された課題

市民ワークショップの状況（H26~29） 確認された課題と改善策提案

経緯　結城市街づくり基本方針検討業務委託 ’14.6 ～ ’15.3 ／結城市街づくり基本方針実施支援業務委託 ‘15.6 ～ ’16.3 ／結城市まちなか整備支援業務委託その１ 
‘16.7 ～ ’17.3 結城市／結城市まちなか整備支援業務委託その２’17.8 ～ ‘18.3 ／伝統的建造物群保存対策調査 ’18 ～ 19 年度・筑波大学藤川昌樹研究室（協力・小
山高専藤井さやか研究室、国士舘大学横内基研究室）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 担当：中野、大木、光賀、茅根、清水、石村、山本

市民ワークショップ
のプロセス

■結城・伝統的まちなみの保全とまちの活性化　 　　 　　　　　　　　　　　　 ［結城市］2014-17
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経緯　街並みデザイナー選定プロポーザル　’04.8（特定）　街並みデザイナー派遣 ･ 柴又帝釈天周辺地区 ‘04.10 ～ 05.3　東京都・柴又まちなみ協議会、街並みデ
ザイナー派遣（2 年次）･ 柴又帝釈天周辺地区 ’05.5 ～ 06.3　東京都・柴又まちなみ協議会、　街並みデザイナー派遣（３年次）’06.5 ～ 9 東京都・特定非営利活
動法人柴又まちなみ協議会 (2006 法人認定）／　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　担当：中野、加藤、田邊、池田、笠間

■柴又帝釈天参道ライトアップ　　　　　　　　　　　　　　　柴又神明会　2006

　街並みデザイナーとしての活動に参加するなかで、沿道 200 ｍ区間の既設の水銀

灯によるポール照明を改め、参道商店街の特徴でもある道路上の庇の下に連続的なぼ
んぼり照明を吊るすとともに、看板を LED 照明等で浮かび上がらせることで、歩行

空間もより明るくする手法を提案した。その提案をもとに柴又神明治会で国および東

京都の支援を受けた共同施設整備事業を実施、アプルは計画～設計・監理を担当した。
　とりわけ沿道関係者立会のもとでの照明実験により、その効果を確認し、各店舗の

協力のもとに、新規配管配線類を目立たない位置に設置することが可能となった。参

道は美しくライトアップされ、下町情緒あふれる通りとなり、夜間の通行人も増えた

と言われている。その結果が評価され、2006（平成 18）年照明学会普及賞を受賞した。

参道の特徴

　東京のしゃれた街並みづくり推進条例において、柴又帝釈天地区は街並み景観重点

地区に指定され、地元神明会主催のプロポーザルを経て、アプル（中野）が同条例に

もとづく街並みデザイナーとして選定された。アプルは、アドバイザーとして地元商

店主等からなる街並み協議会（準備協議会）に参加し、地元主導での街並みガイドラ

イン検討を 3 か年にわたり支援した。

　沿道店舗の営みと参道を行き交う人の流れが交じり合う軒下空間は、地区の特徴的

なにぎわいをつくる一方で、緊急車両の通行空間確保等の問題を抱えていた。ガイド

ライン策定にあたり、建物表層に加え軒下に関するルールづくりを行った。あわせて

参道沿いの建物の多くは木造であり、当時の法規制の下で建替え等が進めば、現在の

雰囲気を残すことが難しいという課題も残された。

　その後も適宜、地元に足を運び、都・区を交えて街並み保全と改善策の模索を進言し、

国の「文化的景観地区」に 2018 年 2 月指定された。またアプルから独立した田邊寛

子氏が継続的にアドバイザー役を担うことで、更なる街並みの改善が計られてきた。

参道のまちなみづくりのルール（案）断面図

眺望景観の保全（案）

a. 帝釈天への眺望を阻害するような位置に建てない。

b. 眺望点に対して板状の建物は建てない。

c. 周囲の緑や歴史的建築物（帝釈天）・木造建物と調和した景観
　形成に寄与する建物とする。

雨天のなかで行われた照明実験

2004 年 9 月 24 日朝日新聞朝刊（東京版）に掲載された活動の紹介記事

　
■都しゃれまち条例・街並みデザイナー派遣 ･ 柴又帝釈天周辺地区 　　　　    　［東京都］　2004-06

経緯　柴又帝釈天参道アーチ意匠監理 '06.3　かがつう株式会社・柴又神明会／柴又帝釈天参道ライトアップ事業・設計監理 ’'06.5 ～ 9　柴又神明会
諸元　事業主体：柴又神明会　所在地：東京都葛飾区柴又 7 丁目　参道：幅員 5.5m　延長：188 ｍ　照明工事 ( 工期）2006.7 ～ 9　ぼんぼり照明 266 基　看板
照明 100 基　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当：中野、田邊、池田

位置図および重点区域内の制限等

当時の参道沿道の街並み状況

まちなみづくりのルール（案）説明用のイメージ図（田邊寛子作）

既存の街並みのなかで、建替えされた店舗は道路上の庇のせり出
しが無くなり、可動式オーニングが付加され、次第に街並み風情
が変化しつつあった。

断面イメージ柴又駅

帝釈天

看板照明

照明配置イメージ（平面図）

連続式ぼんぼり照明

従前の状況

同上とゲートアーチ照明

従前の状況

　
■都しゃれまち条例・街並みデザイナー派遣 ･ 柴又帝釈天周辺地区（つづき）



6968

経緯　門司港地区まちづくり総合支援基本計画	 ‘04.1 ～ 3（北九州市）　　　　　　　　　　　担当：中野、岩村、田邊、松尾、協力：萩原総合計画事務所（萩原貢）

　門司港地区は地元市民や企業等を母体とする「門司港レトロ倶楽部」などの市民活動

等に支えられ、90 年代以降は北部九州を代表する一大観光スポットとして脚光を浴び

るようになってきた。観光客が増加したとは言え、多くが短時間滞在型で、特定の地区

への集中など旧市街を含めた周辺への波及効果が乏しいと言った問題も多方面から指摘

されていた。また一方で人口減少傾向も続き、旧い倉庫や事務所、町家などの歴史的な

建物も何棟か解体されるなどの課題も依然として残されてきた。

　本調査は、これまでの様々な事業の積み重ねを評価しつつ、歴史的な遺産の活用を

含め、門司港地区の街づくりのあり方を検討し、まちづくり交付金の活用も含め、包

括的な対策を施すことを目的としたものである。なお、同時並行して都市再生モデル

調査−歴史的遺産を活用した門司港地区都市再生調査（企画局・港湾局）、西海岸地

区港湾用地等の活用方策検討調査（港湾局）が進められた。これらとの調整を図りつ

つ、今後の街づくりの指針となる総合計画としての性格も有し、これがその後の面的

広がりを有するレトロ観光への契機ともなった。

■門司港地区まちづくり総合支援のための基本計画　　　　　　　　　　            　［北九州市］　2004

風情のあるまちなか界隈

門司港周辺地区全体計画図

老松町・東本町 1 丁目界隈

関門海峡と華やかし
き門司港～清滝地区
の山裾の民家がある
路地をつたいながら、
門司港有数の眺望が
得られる風師山へ誘
う道。

大正・昭和の商店・市
場や料亭建築めぐりと
老松公園～古き良き昭
和のイメージの残る栄
町を巡る散策ルート

清滝地区

地形の起伏のある界隈

経緯　門司港・和布刈地域振興基本計画 ‘96. 5 ～ 11 ／門司港レトロ第２期計画実施計画 ‘98.1 ～ 3　　　　　    
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当：中野、萩原、金光、角倉、岩村、熊耳、星野、協力：北山創造研究所（北山孝雄・金田真人）

　門司港地区はレトロ事業によるウォーターフロント、広場・緑地等の整備、旧税関

等の歴史的建物の保存修復などの結果、そのイメージを一新した。しかし一方で、公

共空間の整備に偏り、賑わいも第一船溜まり周辺に限定されるなど、今後、点から線、

面への広がりの必要性、民間活力の導入などが求められてきた。本調査は今後のレト

ロ地区の地域活性化に向けての総合調整のための基本構想（第２期整備構想）として

の意味を有している。全体のマスタープランについてのハードな検討はアプル、ソフ

ト戦略は北山創造研究所（代表・北山孝雄）、による共同作業で進めてきた。

　ここでは観光に特化した街づくりではなく、生活街づくり＝「門司に住みたい」と

観光街づくり＝「門司に訪れたい」の共存する＜生活テーマパーク＞を目指し、地区

内各ゾーンに相応しい計画づくりを提案した。新浜地区 9 号上屋跡地活用、栄町商

店街との連携を深めるための仲見世街の整備等の提案は、後に実現する。

■門司港・和布刈地域振興基本計画　　　　 　　    　［北山創造研究所と共同／北九州市］　1996-97

まちづくりの基本的考え方）

新浜 9 号上屋跡地活用（提案）門司仲見世ストリートの提案（例）

整備構想ダイヤグラム
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経緯　門司港レトロ歴史的建造物活用計画策定調査 ‘99.2 ～ 3( 北九州市 ) ／歴史的遺産を活用した門司港地区都市再生調査 ‘03.12 ～ '04.3（北九州市）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当：中野、岩村、熊耳、田邊、松尾／協力・萩原総合計画事務所（萩原貢）、㈱ UFJ 総合研究所 ( 別途委託 ) 

　門司港レトロ地区は、開港以来の繁栄の歴史を物語る数多くの歴史的建物が存在し

ている（下図）。これらのうち、幾つかの主要な建物は保存対象となり、レトロ事業（ふ

るさと事業）や歴史的港湾環境創造事業等の支援を受けて保存修復の対象となるも、

一市井に残る幾つかの建物は地元市民の保存要望にも関わらず、解体されたものも少

なくなく、早急に現存している建物の状況を把握したうえで、何らかの保存活用方策

を講じることが求められていた。

　本調査は現存する歴史的建物リストを作成し、各々の所有者の同意を得て、建物現

況調査および評価、所有者意向調査、活用方法の検討などを行ったものである。リス

トは 30 棟近くに及んだが、所有者の同意を得て調査できた建物は計 13 棟に留まった。

第一編ではその調査概要（建物基礎データ、意向調査）、第二編は活用方法も含む回

遊性ネットワーク等の提案、第三編は残念ながら解体が決定した学校法人北九州ＹＭ

ＣＡ学園信愛幼稚園の詳細な建物調査記録（協力：九州大学片野研究室）として取り

まとめている。

■門司港レトロ歴史的建造物活用計画　　　　　　　　　　　　         　　　　   　［北九州市］　1999

門司港地区における歴史的建造物の分布

解体直前の調査対象となった北九州ＹＭＣＡ学校法人北
九州学園ＹＭＣＡ信愛幼稚園（旧ＹＭＣＡ門司ブラン
テ，1916( 大正 5) 年築、レンガ造 2 階建て、設計者はデ・
ラランデと言われていたが、確認は得られなかった）

主要な歴史的建造物リスト

経緯　西海岸地区港湾関連用地等活用検討調査 ‘03.11 ～ 04.3( 北九州市 ) ／北九州港門司港地区臨海部再編調査に関する補助作業 ‘06.8 ～ 07.3・北山創造研究所、
環境デザイン機構と協同 ( 港湾空間高度化環境研究センター／北九州市 )　　担当：中野、岩村、松尾、加藤、田邊、笠間、柴田、協力：萩原総合計画事務所（萩原貢）

　西海岸地区に新たな集客施設「県立文化拠点施設・関門海峡ミュージアム・海峡ド

ラマシップ）」が 2003 年にオープンした。その集客効果も含めて、多くの来街者が

見込まれる中で、西海岸の港湾関連用地および旧大連航路上屋１号倉庫の活用計画の

検討を行ったものである。

　2004 年度調査は旧大連航路上屋の活用計画を主眼とし、幾つかの代替案検討を経

て、港湾緑地内休憩所を併設した地域交流施設としつつ、屋上部は緑地広場として国

道 3 号へとつなぐ歩行者デッキを提案した。

　2006 年度調査は港湾計画改訂を睨み、将来的な港湾地区全体の土地利用再編のあ

り方を検討することとなり、財団法人港湾空間高度化環境研究センターのもとに門司

港地区臨海部再編計画策定委員会（委員長・片野博九州大学大学院教授ー当時）を設

置、アプルは旧大連航路１号上屋の利活用の実現に向けての検討作業を担当した。そ

の後、旧１号上屋改修と国道 3 号線高架歩道接続工事は 2013（平成 25）年に完成した。

■門司港西海岸地区港湾関連用地等活用検討および再編調査 　　［㈶港湾空間高度化環境研究センター／北九州市］　2004-06

門司港地区臨海部再編全体整備構想 (2006 年度 )

西海岸地区整備イメージ図 (2004 年度 )

西海岸地区港湾地区鳥瞰写真
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■旧官営八幡製鐵所近代産業遺産 ( 建築物 ) 保存・利活用検討 （つづき） 　

旧鍛冶工場の鋼材にドイツからの輸入材であることを
示す Gute Hoffnungs Hütte（G.H.H 社）の刻印

旧本事務所（1889 年築・赤煉瓦積石造 2 階建　延床面積 1,023㎡・調査時点での写真）

旧鍛冶工場（1900 年築・鉄骨造）
・当初修繕工場の北側に建設されたが大正時代に現在地に移設
・調査時点では製鐵所操業当時の貴重な資料を保管する資料室として活用。

旧修繕工場（1900 年築）
・鉄骨造／調査時点でも現役の工場としても稼働していた。

将来の歴史的産業遺産群の保存活用・開放のための構想・代替案の一例

本事務所保存活用検討案の一例

■旧官営八幡製鐵所近代産業遺産 ( 建築物 ) 保存・利活用検討     ［㈱リンク／新日本製鐵所㈱］　2009

　　新日本製鉄（現・日本製鉄）九州製鉄所八幡地区工場は 1901( 明治 34) 年開業の

旧官営八幡製鐵所にそのルーツがある。工場構内に残る一連の産業遺産群が 2007 年

の経済産業省・近代化産業遺産群「八幡製鐵所関連認定遺産」に指定されたことを機

に、同社内で当該施設群の保存活用、工場の一部限定開放の可否について検討するこ

ととなり、アプルも検討チーム内に加わることとなった。

　検討作業は歴史的産業遺産群の調査と保存活用方策とあわせ、限定開放に際しての

工場機能との調整のための検討調査整備方針（案）の作成を依頼された。作業体制は

（株）リンクが全体調整を行い、レンガ造の本事務所（1899［明治 32］年築）の学

術調査および検討委員会委員長を片野博九州大学教授（当時）、アプルは具体的には

史料や既往建物調査の確認、現況確認と建物等の修復にかかる技術的検討および構内

一般開放にかかる課題整理とそれに関する計画代替案の作成を担当した（ユネスコ世

界文化遺産登録「明治日本の産業革命遺産」の指定は 2015 年）。　

　その後、本事務所は 2014（平成 26）から 2020（令和 2）年に改修工事（設計施工：

大林組）が行われている。2025 年段階では本事務所および周辺施設の限定公開には

至っていない。

経緯　八幡製鐵所近代産業遺産 ( 建築物 ) 保存・利活用検討 ‘08.10 ～ 09.2 ㈱リンク（新日本製鐵所㈱）、歴史的産業遺産検討委員会・委員長 : 片野博・九州大学
大学教授）　統括：新日本製鉄東田開発企画 GR、　総合調整 : ㈱リンク、　史料整理・保管検討 : ㈱丹青社、全体計画・建物耐震計画等：㈱アプル総合計画事務所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　  　　　  　　　　　　　　　　　 担当：中野、萩原、笠間、柴田

工場敷地内に残る「八幡製鐵所発祥地」の石碑

東田周辺地域の近代化産業遺産群マップ／凡例
　A：東田第一高炉跡（通称 1901 高炉広場）
　　   現存するのは第 10 次改修高炉（1962 年改修）
　B：旧本事務所（赤レンガ造 1899 年築）
　C：旧修繕工場（赤レンガ組 2 階建洋小屋組 1900 年築）
　D：旧鍛冶工場 ( 鉄骨造 1900 年築）
    Ｅ：操業当時の資料（D の内部）
    Ｆ：西田岸壁～松ケ島岸壁 (1906 ～ 1922 年築）
　G  ：くろがね線宮田山トンネル（1927 ～ 29 年築）
　H ：河内貯水池（重力式コンクリートダム 1927 年築）
　 I：高見倶楽部（1900 年代築、移築、1928 改築）
　J：大谷会館 ( 鉱滓煉瓦造２階建 1927 年築）

　　　
当時の大日本帝国製鐵所 ( 旧八幡製鉄所 ) 全図における本事務所建物の位置

旧本事務所の内部（調査時点での写真）


